
�愛媛県告示第７５９号
次のとおり落札者を決定した。

平成２３年６月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第７６０号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号。以下「法」という。）第５１条第２項及び第４項の規定により、狩猟免

許更新に係る適性試験及び講習（以下「適性試験等」という。）を次のとおり実施する。

平成２３年６月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 対象者

法第３９条第１項の規定による狩猟免許を受けており、当該免許の有効期間が平成２３年９月１４日に満了する者

２ 適性試験等の実施の日時及び場所

所 管 の 地 方 局 会 場 の 名 称 実 施 日 時
実 施 場 所

会 場 所 在 地

東 予 地 方 局 東 予 第 １ 会 場 平成２３年７月２１日（木）午前９時 四国中央市民会館三島会館１
階第２・３会議室 四国中央市中曽根町５００

同 上 東 予 第 ２ 会 場 平成２３年７月２４日（日）午前９時 今 治 市 民 会 館 大 会 議 室 今治市別宮町一丁目４－１

同 上 東 予 第 ３ 会 場 平成２３年７月２４日（日）午前９時 東予地方局西条第２庁舎４階
大会議室 西条市丹原町池田１６１１

同 上 東 予 第 ４ 会 場 平成２３年８月７日（日）午前９時 今治市伯方支所大会議室 今治市伯方町木浦甲１２３５

中 予 地 方 局 中 予 第 １ 会 場 平成２３年７月２２日（金）午前９時 中予地方局７階大会議室 松山市北持田町１３２

同 上 中 予 第 ２ 会 場 平成２３年８月９日（火）午前９時 久万高原町産業文化会館研修
室 久万高原町久万１８８

同 上 中 予 第 ３ 会 場 平成２３年９月１１日（日）午前９時 中予地方局７階大会議室 松山市北持田町１３２
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

落札に係る物品等又は特定役務の
名称及び数量

契約に関する事務
を担当する機関の
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落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日
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南 予 地 方 局 南 予 第 １ 会 場 平成２３年７月２６日（火）午後１時 徳森公園管理センター（大洲
市平公民館）大ホール 大洲市徳森２２８０－２

同 上 南 予 第 ２ 会 場 平成２３年７月２７日（水）午前９時 南予地方局７階大会議室 宇和島市天神町７－１

同 上 南 予 第 ３ 会 場 平成２３年８月７日（日）午前９時 南予地方局７階大会議室 宇和島市天神町７－１

同 上 南 予 第 ４ 会 場 平成２３年８月２１日（日）午前９時 南予地方局八幡浜庁舎７階大
会議室 八幡浜市北浜一丁目３－３７

３ 申込みの手続

� 提出書類等

ア 狩猟免許更新申請書

イ 銃砲刀剣類所持等取締法（昭和３３年法律第６号）第４条第１項第１号の規定による許可を現に受けている場合にあっては、当該許

可に係る許可証の写し

ウ 銃砲刀剣類所持等取締法第４条第１項第１号の規定による許可を現に受けていない場合にあっては、法第４０条第２号から第４号ま

でに該当するかどうかについての医師の診断書

エ 写真（６箇月以内に撮影した無帽、正面、上三分身及び無背景の縦の長さ３．０センチメートル及び横の長さ２．４センチメートルのも

ので、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの）

オ 狩猟免許更新申請手数料（愛媛県収入証紙によること。） 更新しようとする免許の種類ごとに各２，８００円

カ 受験票等の郵送を希望する者にあっては、簡易書留の郵送料に相当する郵便切手を貼付し、宛先を記載した返信用封筒

� 書類等の提出先

申込者の住所地を管轄する地方局産業経済部森林林業課若しくは中予地方局産業経済部久万高原森林林業課若しくは東予地方局産業

経済部森林林業課四国中央森林林業振興班若しくは今治支局森林林業課若しくは南予地方局産業経済部森林林業課愛南森林林業振興班、

八幡浜支局森林林業課若しくは八幡浜支局森林林業課大洲森林林業振興班（以下「林業課」という。）とする。

� 申込みの期限

原則として希望する適性試験等実施日前１４日とする。

� その他

ア 書類の提出は、持参又は郵送によること。

イ 狩猟免許更新申請書は、林業課において、希望者に配付する。

ウ 申込者の適性試験等の日時及び場所は、所管地方局長が指定し、通知する。

�������
�愛媛県告示第７６１号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２３年６月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

松山市久谷町乙７１３の２、乙７８８の１、乙８１３の１

２ 指定の目的

水源のかん養

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、関係書類を愛媛県庁及び松山市役

所に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第７６２号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２３年６月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

西予市宇和町明石２０７１、２１０１、２１１４から２１１６まで

２ 指定の目的

水源のかん養

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、関係書類を愛媛県庁及び西予市役

所に備え置いて縦覧に供する。）

愛 媛 県 報平成２３年６月７日 第２２７３号

５３２



�愛媛県告示第７６３号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２３年６月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１� 保安林予定森林の所在場所

松山市北梅本町乙７９７、乙７９８、乙８０１の２

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐による伐採をすることができる箇所は、樹冠疎密度

が１０分の８以上の箇所とする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

伊予郡砥部町玉谷１２８７、１２８８、１２９１から１２９７まで

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

玉谷１２８８・１２９１・１２９２（以上３筆について次の図に示す

部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

３� 保安林予定森林の所在場所

上浮穴郡久万高原町大川１７８８、１７９０

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

大川１７８８・１７９０（以上２筆について次の図に示す部分に

限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

４� 保安林予定森林の所在場所

上浮穴郡久万高原町露峰乙３１５、乙３１６、乙３２０、乙３２１

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

露峰乙３１６・乙３２０・乙３２１（以上３筆について次の図に

示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

５� 保安林予定森林の所在場所

大洲市長浜町今坊乙６５

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

長浜町今坊６５（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のもとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁並びに関係市役所及び町役場に備え置いて縦覧に供

する。）

�������
�愛媛県告示第７６４号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２３年６月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１� 保安林予定森林の所在場所

西予市野村町白髭２号３８６

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

野村町白髭２号３８６（次の図に示す部分に限る。）

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

愛 媛 県 報平成２３年６月７日 第２２７３号
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２� 保安林予定森林の所在場所

西予市城川町下相１６２５の１、２０５１の１、２０５１の３、２０５２の１、

２０５２の４、城川町古市８２１、８２２、８２３、８２５

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

城川町下相１６２５の１・城川町古市８２２・８２５（以上３筆に

ついて次の図に示す部分に限る。）、８２１

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び西予市役場に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第７６５号
林業種苗法（昭和４５年法律第８９号）第１０条第１項の規定に基づき、生産事業者を次のように登録した。

平成２３年６月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第７６６号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という。）第

２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する工事のしゅん

功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、西予市役所において告

示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧することができる。

平成２３年６月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

西予市

西予市宇和町卯之町三丁目４３４番地１

代表者 西予市長 三好幹二

西予市宇和町山田２０６１番地

２ 埋立区域

� 位置

西予市明浜町俵津８番耕地５０４番１地先から同２番耕地８７４番

３地先までの公有水面

� 区域

埋立区域�
次の１点から３点までを順次直線で結んだ線並びに３点と１

点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋２．２５メートル）

における公有水面と陸との境界線により囲まれた区域

基点１（西予市明浜町俵津３番耕地１６９番１地先の道（国道

３７８号）に設置した金属鋲）は、北緯３３度１９分２９秒、東経１３２度

２９分２２秒の地点

１点は、基点１から真北２０２度３０分４１秒９８．８５メートルの地点

２点は、１点から真北１３１度１１分００秒３４．４９メートルの地点

３点は、２点から真北７４度２３分１３秒１０．１８メートルの地点

� 面積

埋立区域�
２７７．２１平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成１９年２月２２日 愛媛県指令１８港第４０１号

４ しゅん功認可年月日

平成２３年６月７日
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�愛媛県告示第７６７号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、今治市長から次のとおり公共測量を実

施する旨の通知があった。

平成２３年６月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（都市計画図修正）

２ 作業期間 平成２３年６月７日から

平成２４年３月３１日まで

３ 作業地域 今治市（陸地部地域）

�������
�愛媛県告示第７６８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

宇和海地区土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

平成２３年６月７日

愛媛県南予地方局長 山 本 龍 典

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 磯 崎 弘 宇和島市下波５４４２番地

〃 浅 井 悟 宇和島市下波４７８９番地

登録

番号

生産事業者の氏名又は名称及び住所 生 産 事 業 の 内 容 事 業 所 の 名 称 及 び 所 在 地

氏名又は名称 住 所 種 穂 苗 木 名 称 所 在 地

４００
住友林業フォレストサ
ービス株式会社
森林管理部
新居浜山林事業所

新居浜市磯浦町２番１
号

１ 採取
２ 精選

１ 幼苗の育成
２ 幼苗以外の苗木の
育成

住友林業フォレストサ
ービス株式会社
森林管理部
新居浜山林事業所

新居浜市磯浦町２番１
号
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〃 志 波 泰 映 宇和島市下波３７８１番地

〃 酒 井 年 治 宇和島市下波３１４０番地２

〃 山 口 栄一郎 宇和島市下波２５１２番地

〃 石 崎 大 樹 宇和島市下波１３５１番地２

〃 壽 崎 平 亀 宇和島市下波１２２６番地

〃 福 本 義 和 宇和島市下波９１４番地

〃 本 山 智 宇和島市遊子５３１４番地

〃 壽 崎 大 蔵 宇和島市遊子４６４７番地

〃 木 原 清 司 宇和島市遊子４２７２番地

〃 徳 島 勝 久 宇和島市遊子３７９８番地

〃 岩 見 金 嗣 宇和島市遊子３６０３番地

〃 矢 野 勝 盛 宇和島市遊子２９３６番地１

〃 山 下 良 征 宇和島市遊子１３６０番地

監 事 宮 住 將 壽 宇和島市下波２６１４番地

〃 宇都宮 岩 雄 宇和島市遊子２１３６番地

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 磯 崎 浩 宇和島市下波５３９７番地

〃 二 宮 初 宇和島市下波４４４２番地

〃 増 田 芳 郎 宇和島市下波３８６８番地

〃 石 川 秀 樹 宇和島市下波３７３４番地

〃 山 口 栄一郎 宇和島市下波２５１２番地

〃 浜 田 義比古 宇和島市下波２２９８番地

〃 石 崎 豊 宇和島市下波１３３６番地

〃 福 本 義 和 宇和島市下波９１４番地

〃 本 山 浩 二 宇和島市遊子５２２４番地

〃 川 口 敏 之 宇和島市遊子４２０８番地

〃 上 原 吉 豊 宇和島市遊子３８９７番地

〃 堀 田 古二郎 宇和島市遊子３５２４番地

〃 小 櫻 常 治 宇和島市遊子２８８８番地

〃 村 中 八寿藤 宇和島市遊子２１３５番地

〃 山 下 良 征 宇和島市遊子１３６０番地

〃 石 崎 九 宇和島市下波１３５１番地２

〃 吉 見 昭 宇和島市遊子４１７７番地

監 事 壽 崎 平 亀 宇和島市下波１２２６番地

〃 加 藤 定 二 宇和島市遊子４６５６番地

�������
�愛媛県告示第７６９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

宇和島市土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２３年６月７日

愛媛県南予地方局長 山 本 龍 典
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�愛媛県告示第７７０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

宇和海地区土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２３年６月７日

愛媛県南予地方局長 山 本 龍 典

�公 告

狩猟免許試験の施行について

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号。以下「法」という。）第４１条の規定により、狩猟免許試験を次のとお

り施行する。

平成２３年６月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 試験の種類

� 網猟免許試験

� わな猟免許試験

� 第一種銃猟免許試験

� 第二種銃猟免許試験

２ 試験の日時、場所及び実施する試験の種類

� 平成２３年８月２日（火）午前９時

試 験 場 の 名 称
試 験 の 場 所

実施する試験の種類
会 場 所 在 地

東 予 第 １ 会 場 四国中央市土居文化会館２階大会議室 四国中央市土居町入野９３９ 網猟、わな猟、第一種銃猟及
び第二種銃猟

東 予 第 ２ 会 場 今 治 市 民 会 館 大 会 議 室 今治市別宮町一丁目４－１ 同 上

中 予 第 １ 会 場 中 予 地 方 局 ６ 階 第 ２ 会 議 室 松山市北持田町１３２ 同 上

南 予 第 １ 会 場 南 予 地 方 局 ７ 階 大 会 議 室 宇和島市天神町７－１ 同 上

南 予 第 ２ 会 場 南予地方局八幡浜庁舎７階大会議室 八幡浜市北浜一丁目３－３７ 同 上

公 告
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� 平成２３年９月４日（日）午前９時

試 験 場 の 名 称
試 験 の 場 所

実施する試験の種類
会 場 所 在 地

東 予 第 ３ 会 場 東予地方局西条第２庁舎４階大会議室 西条市丹原町池田１６１１ 網猟、わな猟、第一種銃猟及
び第二種銃猟

東 予 第 ４ 会 場 東 予 地 方 局 今 治 庁 舎 ４ 階 大 会 議 室 今治市旭町一丁目４－９ 同 上

中 予 第 ２ 会 場 中 予 地 方 局 ７ 階 大 会 議 室 松山市北持田町１３２ 同 上

南 予 第 ３ 会 場 南 予 地 方 局 ７ 階 大 会 議 室 宇和島市天神町７－１ 同 上

南 予 第 ４ 会 場 内子町共生館（五十崎自治センター）共生館
ホール 内子町平岡甲１８５－１ 同 上

３ 免許申請書の提出期間

� 平成２３年８月２日の試験に係るものについては、７月５日（火）から１９日（火）まで。ただし、郵送による場合は、同日までの消印

のあるものは、受け付ける。

� 平成２３年９月４日の試験に係るものについては、７月５日（火）から８月２２日（月）まで。ただし、郵送による場合は、同日までの

消印のあるものは、受け付ける。

４ 免許申請書の請求先及び提出先

受験申込者の住所地を管轄する地方局産業経済部森林林業課若しくは中予地方局産業経済部久万高原森林林業課若しくは東予地方局産

業経済部森林林業課四国中央森林林業振興班若しくは今治支局森林林業課若しくは南予地方局産業経済部森林林業課愛南森林林業振興班、

八幡浜支局森林林業課若しくは八幡浜支局森林林業課大洲森林林業振興班とする。

５ その他

� 提出書類等

ア 狩猟免許申請書

イ 銃砲刀剣類所持等取締法（昭和３３年法律第６号）第４条第１項第１号の規定による許可を現に受けている場合にあっては、当該許

可に係る許可証の写し

ウ 銃砲刀剣類所持等取締法第４条第１項第１号の規定による許可を現に受けていない場合にあっては、法第４０条第２号から第４号ま

でに該当するかどうかについての医師の診断書

エ 写真（６箇月以内に撮影した無帽、正面、上三分身及び無背景の縦の長さ３．０センチメートル及び横の長さ２．４センチメートルのも

ので、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの）

オ 狩猟免許申請手数料（愛媛県収入証紙によること。） 受けようとする免許の種類ごとに法第４９条各号に掲げる者にあっては各３，９００

円、その他の者にあっては各５，２００円

カ 受験票の郵送を希望する者にあっては、簡易書留の郵送料に相当する郵便切手を貼付し、宛先を記載した返信用封筒

� 試験場についての注意事項

受験申請者の試験場は、所管地方局長が指定し、通知する。

なお、試験場は、原則として、受験申込者の希望する試験場を指定するが、会場の都合により希望する試験場を指定できない場合が

ある。

� 書類の提出は、持参又は郵送によること。

�������
�公 告

クリーニング師試験の施行について

クリ－ニング業法（昭和２５年法律第２０７号）第７条第１項の規定

による平成２３年度クリーニング師試験を次のとおり施行する。

平成２３年６月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 試験の日時

平成２３年９月１２日（月）午前９時

２ 試験の場所

� 学科試験

松山市一番町四丁目４番地２ 愛媛県庁

� 実地試験

松山市一番町四丁目４番地２ 愛媛県庁

３ 受験願書の提出期間

平成２３年７月２５日（月）から８月１日（月）まで。ただし、郵

送による場合は、同日までの消印のあるものは、受け付ける。

４ 受験願書の提出先

県内居住者については住所地を管轄する保健所と、県外居住者

については愛媛県保健福祉部健康衛生局薬務衛生課とする。

５ その他

受験についての必要事項は、受験票により指示する。
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�公 告

登録販売者試験の実施について

薬事法（昭和３５年法律第１４５号）第３６条の４第１項の規定により、

平成２３年登録販売者試験を次のとおり実施する。

愛 媛 県 報平成２３年６月７日 第２２７３号
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平成２３年６月７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 試験の日時

平成２３年１０月２９日（土）午前１０時３０分

２ 試験の場所

愛媛県松山市文京町４－２

松山大学

３ 受験申請書の提出期間

平成２３年７月１１日（月）から７月２９日（金）まで。

ただし、郵送による場合は、同日までの消印のあるものは、受

け付ける。

４ 受験申請書の提出先

県内居住者については住所地を管轄する保健所（松山市の区域

にあっては、松山保健所）と、県外居住者については愛媛県保健

福祉部健康衛生局薬務衛生課とする。

平成２３年６月７日 発行
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